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令和２年度小牧市人・農地プラン検討会会議録 

 

１ 開催日時 令和３年３月２２日（月）  

午後３時００分から午後３時３０分まで 

 

２ 開催場所 小牧市役所 本庁舎３階 ３０１会議室 

 

３ 出席者  １２名 

【委 員】 

 小林委員、山田委員、堀尾委員、川橋委員、栗木委員、舟橋委員、祖父江委員、 

夏目委員、石田委員、水谷氏（福岡委員の代理）、伊藤委員、江本委員 

 

 【事務局】 ４名 

  小牧市地域活性化営業部農政課 宮下課長、農業振興係 白木係長、中原 

農地係 藤田係長 

                     

 【関係者】 ７名 

  尾張中央農業協同組合農業振興部 毛利部長 

            農業振興部営農企画課 松山課長 

            営農生活部 友松部長 

            営農生活部営農生活課 中山課長 

                 営農指導課 森藤課長 

            小牧東部営農生活センター 岩井センター長 

            小牧西部営農生活センター 吉野センター長 

 

４ 配布資料 

・令和２年度小牧市人・農地プラン検討会 次第 

・小牧市人・農地プラン検討会委員名簿 

・資料１ 将来の人と農地について話し合いませんか？ ～人・農地プランの実質

化について～ 

・資料２ 小牧市における「人・農地プラン」の実質化に向けた取り組み 

・資料３ 『人・農地プラン』の作成に関するアンケート調査結果（東部地区、西

部地区） 

・資料４ 地図（東部地区、西部地区） 

・資料５ 小牧市人・農地プランに関する意見 

・資料６ 小牧市人・農地プラン（東部地区、西部地区） 

・資料７ 実質化された人・農地プラン（案）（東部地区、西部地区） 
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【司会・仮議長】 

 定刻となりましたので、令和２年度小牧市人・農地プラン検討会を開会いたします。 

皆様におかれましては、委員の就任に際しご快諾いただき厚くお礼申しあげます。委嘱

状は、本日の資料とともに机上にお配りしておりますのでご確認ください。任期は令和

２年７月２０日から令和５年７月１９日までの３年です。 

なお、委員の皆様のご紹介につきましては、お手元の委員名簿にて代えさせていただ

きます。 

 また、今回が任期開始後初めての会議であり、会長が選出されるまでの間、事務局が

議事進行を務めさせていただきます。 

まず、本日の出席状況について報告させていただきます。委員１２名中、出席者１２

名であり、過半数の委員にご出席いただいておりますので、本会は成立いたします。 

次に、議題に移ります。 

第１号議案「会長及び副会長の互選について」、小牧市人・農地プラン検討会条例第

５条第１項により、本協議会に会長及び副会長１名を置き、委員の互選により定めるこ

ととなっております。 

委員の皆様の中で、ご意見はございませんか。 

 

～意見なし～ 

 

【司会・仮議長】 

 特にご意見もないようですので、前回の任期の際には、会長に小牧市地域活性化営業

部長が就任され、副会長には JA 尾張中央（春日井市・小牧市）地域担い手育成総合支

援協議会長が就任しております。 

 この例を参考にすると、会長に小牧市地域活性化営業部長である小林委員、副会長に、

JA 尾張中央（春日井市・小牧市）地域担い手育成総合支援協議会長である山田委員に

お願いすることとなります。 

お諮りします。会長に小林 直浩委員、副会長に山田 義昌委員を選出することにご

異議ございませんか。 

 

【委員】 

 異議なし。 

 

【司会・仮議長】 

 ご異議なしと認めます。新たに会長となられました小林委員は席のご移動をお願いし

ます。 

それでは会長に就任されました小林委員に、代表してご挨拶をいただきます。 
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【会長】 

 皆さんこんにちは。地域活性化営業部長の小林です。今回議長をつとめさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 この検討会は、農業の持続的な経営に向けて、担い手の確保等について活発な議論を

行っております。そうした中で、コロナウイルスの関係で農業、産業全体をとりまく、

さまざまな観点が少しずつ、あるいは劇的に変化する可能性もあります。そういった点

も踏まえて、活発な議論を行っていただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  

【司会・仮議長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、小牧市人・農地プラン検討会条例第５条第２項により、会長が会務を総理

する旨が定められていますので、この後の議事進行を会長にお願いいたします。 

 

【議長】 

規程に従い、議長をつとめさせていただきます。 

第２号議案「人・農地プランの実質化について」、事務局より説明を求めます。 

 

【事務局】  

小牧市地域活性化営業部農政課、農業振興係長 白木と申します。 

第２号議案「人・農地プランの実質化について」、説明させていただきます。お手元

にあります資料１～資料７までを使って説明させていただきますが、不足がありました

ら事務局まで申し出て下さい。よろしいでしょうか。なお、資料６「小牧市人・農地プ

ラン」及び資料７「実質化された人・農地プラン（案）」につきましては、個人情報が

記載されておりますので、検討会の終了後に回収させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

お手元の資料１をご覧ください。人・農地プランの実質化についての説明資料になり

ます。 

小牧市では、平成 24 年度に「人・農地プラン」を策定し、年１回、座談会での意見

交換、検討会での審議を経てプランの更新を行ってまいりましたが、「人・農地プラン」

をさらに地域の意見に基づくものとするため、「人・農地プラン」の実質化を図ること

になりました。 

実質化された「人・農地プラン」を作成するためには、地域の農業の現状や農業者の

皆様の意向、後継者のいる、いない等を把握するための「①アンケートの実施」、アン

ケート結果を集計した「②地図化による現況把握」、「③今後地域の中心となる経営体（中

心経営体）への農地の集約化に関する将来方針の作成」の３つの工程を行う必要があり

ます。 
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資料２をご覧ください。小牧市が今年度に実施した人・農地プランの実質化に向けた

取り組みについて記載しております。 

現在の小牧市の人・農地プランは市内を東部地区と西部地区の２つの地区に分割し、

プランを作成していますが、地域の現状をより詳細に把握できるよう、東部・西部地区

をそれぞれ４つの地域に分割しました。 

１ アンケート調査につきましては、資料３をご覧ください。令和２年９月に、市内

に 500 ㎡以上の農地または生産緑地を所有している市民に対し、郵送にて現在の所有農

地の状況や後継者の有無、今後の農地の利用意向等をお尋ねするアンケート調査を実施

しました。Ａ４両面刷り４枚の資料になりますが、前２枚が東部地区の調査結果、後ろ

２枚が西部地区の調査結果のまとめになります。現在所有農地はどのような状況ですか、

というアンケートには地区によって差異はありますが、ご自身やご家族で耕作している

という方が大体４割から６割みえること、後継者がいますかというアンケートには概ね

半数以上の方がいないと回答し、特に東部地区でその比率が高いこと、裏面になります

が、所有農地の５～10 年後の利用意向はどうですかというアンケートについては、５

割から多い地区で７割近い方が１の引き続き自分で耕作していく、２の後継者に耕作し

てもらうと回答した一方で、少ない地区ですと２割、多い地区ですと４割近い方が４の

農地を貸したい、５の売りたいと回答していること、次頁になりますが、何かお困りご

とがというアンケートには、６の草刈りが多くて困っているという回答をいただきまし

た。 

資料２に戻りまして、２ 地図化による現況把握につきましては、資料４をご覧くだ

さい。Ａ３版の資料で、１枚目が東部地区、２枚目が西部地区のものになりますが、ア

ンケートの結果のうち、75 歳以上が所有している農地、後継者のいない農地の面積に

ついて、地図に記載したものになります。 

また資料２になりますが、３ 今後地域の中心となる経営体（中心経営体）への農地

の集約化に関する将来方針の作成につきましては、資料５をご覧ください。新しいプラ

ンの作成に先立ちまして、農業委員会委員や農地利用最適化推進委員、認定農業者の

方々等に資料１～４と資料６の昨年度作成した現在の「人・農地プラン」を送付し、地

域の農業の現状や課題、解決策について、書面にて意見聴取を行い、多数の貴重なご意

見をいただきまして、その結果を記載したものになります。 

これらの意見を踏まえ、実質化された人・農地プランの案を作成しました。資料７を

ご覧ください。 

まず、東部地区の人・農地プランについてご説明します。資料の１枚目をご覧くださ

い。 

１には味岡、篠岡、陶、大草地区で構成する東部地区の現状について記載しました。

地区内の耕地面積が①、そのうちアンケート調査等に回答した農地所有者又は耕作者の

耕作面積の合計が②、地区内における 75才以上の農業者の耕作面積の合計が③で 118ha、

③の面積のうち後継者未定の農業者の耕作面積の合計は 61ha、後継者について不明の
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農業者の耕作面積の合計が 2.6ha ありますが、④地区内において今後中心経営体が引き

受ける意向のある耕作面積の合計は 21ha にとどまっております。 

２ 対象地区の課題につきましては、東部地区には畑が多く、集積が困難な実情があ

りますので、「農業者の高齢化が進み、耕作放棄地が増えているが、畑は受け入れ先が

ほとんどなく、集積化が難しい。」、東部地区で生産される桃農家の後継者不足から、「果

樹栽培農家も高齢化し、後継者もいないため、市の特産品である「しのおかの桃」の栽

培面積が減少している。」、主に篠岡、大草地区にて発生するイノシシを筆頭とした有害

鳥獣による被害が多い地区であるため「イノシシ等の鳥獣被害が増加している。」とし

ました。 

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針につきましては、

それぞれの地区で活動をしております認定農業者等中心経営体に農地の集約化を目指

す旨を記載し、その他、「入作を希望する認定農業者や認定新規就農者の受入れを促進

することにより対応していく」としました。 

東部地区の中心経営体につきましては、裏面をご覧ください。認定農業者の指名、法

人名、経営作目、経営面積の現状と今後の農地の引受けの意向について記載してありま

す。５年に１度の農業経営改善計画の更新時に新たに個人情報の取扱いについて同意が

得られたため、杉浦勉氏を新たに位置づけしました。また、今まで西部地区のみに位置

づけされていた有限会社今善トラクターについて、味岡地区においても耕作しているこ

とから、東部地区にも中心経営体として位置づけることとしました。合計で 19 経営体

を位置づけまして、昨年度のプランより２経営体増となっております。 

経営体の氏名は、窓口及びホームページでの公表の際にはアルファベット表記（Ａ、

Ｂ、Ｃ、、、）とし、個人名は公表されません。 

４ ３の農地の集約化に関する方針を実現するために必要な取組に関する方針につ

きましては、現状の課題を考察した結果、「農地利用集積円滑化事業が農地中間管理事

業に統合一体化されたことから、農地中間管理事業へ円滑に移行する。」、「所有者が耕

作できず、貸し出しを希望する農地は、農地情報バンクへ登録し、意欲のある農業者へ

情報提供する」、「農地中間管理事業を活用し、農業者や県、農協と連携を図りながら、

農地集積を目指す。」、「農業者や県、農協と連携を図りながら、モモ栽培サポーター養

成講座を利用した新規就農の促進や、担い手の確保を行い、地域農業の振興を目指す。」

としました。 

次に、西部地区の人・農地プランについてご説明します。２枚目になります。 

１では、外山・小牧、西、小牧、北里・小木で構成する西部地区の現状について記載

しました。①地区内の耕地面積、②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又

は耕作者の耕作面積の合計、③地区内における 75 才以上の農業者の耕作面積の合計

72ha、そのうち後継者未定の農業者の耕作面積の合計は 26ha、後継者について不明の

農業者の耕作面積の合計は 0.7ha でありますが、④地区内において今後中心経営体が引

き受ける意向のある耕作面積の合計は 15.1ha となっております。 
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２ 対象地区の課題につきましては、都市部での稲作が多い地区での実情から、「高

齢化により、農機具の買い替えや草刈り作業が負担となり、耕作をやめる農業者が増加

している。」、「都市化が進み、騒音や農薬散布等、農作業への理解が得られにくくなっ

ている。」、「ジャンボタニシ等の鳥獣被害が増加している。」としました。 

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針につきましては、

東部地区と同様に、それぞれの地区で活動をしております認定農業者等中心経営体に農

地の集約化を目指す旨を記載し、その他、「入作を希望する認定農業者や認定新規就農

者の受入れを促進することにより対応していく」としました。 

中心経営体につきましては、裏面をご覧ください。有限会社比良トラクター様が令和

３年３月中に小牧市の認定農業者となる見込みのため、新たに中心経営体として位置づ

けました。合計で８経営体を位置づけています。 

また、将来中心経営体となる見込みのある経営体として、露地野菜を栽培しており、

今後認定新規就農者となる予定の比嘉正道様ご夫婦を位置づけました。 

４ ３の農地の集約化に関する方針を実現するために必要な取組に関する方針につ

きましては、現状の課題を考察した結果、東部地区と同様、「農地利用集積円滑化事業

が農地中間管理事業に統合一体化されたことから、農地中間管理事業へ円滑に移行す

る。」、「所有者が耕作できず、貸し出しを希望する農地は、農地情報バンクへ登録し、

意欲のある農業者へ情報提供する。」、ひとつ飛びまして「農業者や県、農協と連携を図

りながら、新規就農の促進や担い手の確保を行い、地域農業の振興を目指す。」とする

ほか、市街化調整区域、農用地ではない市街化区域が多い土地柄から「農地の出し手の

同意を得ることが難しい地区であるため、農業者や県、農協と連携を図りながら、慎重

に話し合いを進め、農地中間管理事業を活用し、農地集積を目指す。」、としました。 

第２号議案の説明は以上です。 

 

【議長】 

説明は、以上であります。ご意見、ご質問等がございましたらご発言をお願いします。 

 

【委員１】 

 将来中心経営体となる見込みのある経営体の比嘉氏は、どの地域を耕作しているので

しょうか。 

 

【事務局】 

 西部地区の⑧北里・小木地域内の藤島のあたりで耕作していると聞いております。 

 

【議長】 

 実質化された人・農地プラン（案）について、「アンケート調査等に回答した地区内

の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計」が「耕地面積」の半数程度となっています
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が、アンケートに回答率は５割程度であったということでよろしいでしょうか。 

 

【事務局】 

 アンケート調査の対象者は 2,910 人、回答のあった人は 1,563 人で、回答率は 53.7％

と約５割でした。 

 

【議長】 

他にご意見はありますでしょうか。 

ご発言無いようですので、第２号議案「人・農地プランの実質化について」、承認さ

れる方は挙手願います。 

 

【委員】 

～挙手～ 

 

【議長】 

ありがとうございます。第２号議案については、承認されました。 

その他 につきまして、事務局より説明を求めます。 

 

【事務局】    

 報告事項はありません。 

 

【議長】 

これをもちまして、議長の任を終え、進行を事務局に返します。 

ご協力ありがとうございました。 

 

【司会】 

以上で、令和２年度小牧市人・農地プラン検討会を閉会いたします。 

なお、本日配布しました、『資料６ 小牧市人・農地プラン』、『資料７ 実質化され

た人・農地プラン（案）』につきましては、個人情報となりますので、回収いたします。

机の上に置いたまま、お帰りいただきますようお願いします。 

本日はありがとうございました。 

 


